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本委員会は、下記調査事項について調査を実施したので、その概要について中間報告

いたします。

記

1 調査事件

(1)水産漁業関係の再生について

(2)恒久的住宅 と商工業について

(3)その他 (教育、福祉、厚生、アクセス等の整備関係について )

2 調査期間並びに場所

調査期間  平成 23年 5月 21日 (土)～平成 23年 6月 3日 (金 )

場  所  町内に設置された避難所 (14箇所 )

3 調査概要

本委員会は、平成 23年 3月 11日 発生 した、東 日本大震災により壊滅的大被害

を受け、町内の避難所に避難 している住民か ら、本町の復興に関 し直接、考え方、

意見等を聴取 して、それを集約 し女り|1町復興計画策定委員会 (以下 「委員会」とい

う。)の審議に反映させるため、本委員会を第 1班 (5人)と 第 2班 (5人)と に

分け、各班長を定め班長の指揮のもと調査を行いました。

4 調査結果

各班が精査 した共通事項は、次のとお りであります。

委員会が示 した復興の、基本的考え方 (復興の理念 )

○安心、安全な港町づくり (防災 )

○港町産業の再生と発展 (産業 )

○住みよい港町づくり (住環境 )

について多くの住民は、一応の理解を示 しましたが、

① 復興計画案を作成する前に、住民の意向、意識調査並びに話し合いをすべ

きであつた。

② 復興構想案 (ゾーニングの考え方と、ゾーニング図)の うち、離半島部の



高台移転候補地の選定を再検討すべき。

(住民は、先祖伝来住み慣れた地区に、非常な愛着を持っており、永い年月

をかけてつくりあげた「コミュニティ」を大事にしたい。)

③ 復興構想案 (ゾーニングの考え方とゾーニング図)の第一段階 (復 旧期 2

年)、 第二段階 (基盤整備期 3年 :盛土)中心部、最終段階 (本格復興期 3

年)中心部では、あまりに時間がかかりすぎ、本町の過疎化が著しく進行す

るので、下記④から⑨に関する事項については、早急な実現を計るべきであ

ります。

特に、住宅地に総合運動場跡地を予定することに異論がだされた。

④ 復興構想案では、町のハー ド面の強化策等が優先されすぎ、地区の伝統、

文化、コミュニティ等の、ソフト面の充実が感じられない。

⑤ 町内の復興構想案だけでなく、避難道路としての国道 398号のほかに、

高台を通る道路の整備と再三の山崩れがあり、交通不能となる北浦地区並び

に県道女川・牡鹿線の改良復旧の速やかなる実現を図られたい。

⑥ 仮設住宅建設重視の政策は理解できますが、併せて恒久住宅地対策のため

に一日も早く高台地区の整備及び建設可能地区を指定し、被災住民の安定し

た生活を確保すること。

⑦ 多くの町民が、もつとも切望している雇用の確保としての、岸壁の整備と

漁船誘致等による、産業の振興策の積極的推進並びに仮設商店街の建設を急

ぎ、買物難民を救うとともに、商店等の活性化による雇用の充実に努められ

たい。更に、町による緊急雇用対策を積極的に活用してほしい。

91‐
女川町の被災住民に対するすべての情報伝達が、県内他市町と比べて非常

:に
遅い。高齢化率が非常に高く、インターネット等を利用できない地域の実

情を考慮し、テレビ、新聞等のマスコミ報道機関を最大限利用し、PRを積

極的に進めるべきである。

⑨ 委員会のゾーニング図に示された浸水地域の土地は、今後、国、県、町に

よる買い上げ、または、どのような処理になるのか、早急に明解な方針を示

すべきである。

⑩ 仮設住宅の入所期間 (2箇年)の延長と、仮設住宅の希望者に対する完全

な入居期限を明示、並びに抽選方法の公開をしてほしい。


